
 

令和８年４月 

 

 

第四次足立区滞納対策アクションプラン 

（国民健康保険料収納率向上３年計画） 

 

～一歩ずつ、確かな納付へ～ 

 

令和８年６月～令和１１年５月 

 

 

足立区区民部国民健康保険課 
 

 

別添資料 



 1 

１ 第三次滞納対策アクションプランの現状（３か年計画の２年目現在） 

（１）総合収納率の２３区順位（図１） 

「第三次足立区滞納対策アクションプラン」では、令和７年度

末（令和８年５月末）の総合収納率（現年分と滞納繰越分の合計）

の順位を２３区中９位とすることを目標としたが、令和６年度末

（令和７年５月末）現在の総合収納率は７８．３８％で順位は 

１９位にとどまり、目標の９位には届いていない。 

なお、２３区平均の８２．７１％とは４．３３ポイントの差が

ある。 

 

 

 

 

 

（２）総合収納率・収入未済額（図２） 

総合収納率は、令和３年度までは上昇傾向にあったが、令和４

年度以降は７０％台後半で横ばいとなっている。 

収入未済額は、令和３年度以降増加している。 

  第三次滞納対策アクションプランを掲げ、収納対策を講じてき

たものの、総合収納率及び収入未済額は改善には至っていない。

その要因として、社会保険の適用拡大に伴う国保加入者の所得水

準の相対的な低下、被保険者の高齢化の進行による低所得世帯の

増加等による所得構造の変化が挙げられる。さらには急激な物価

高騰に伴う家計負担の増大、保険料の増額等が影響していると考

えられる。 
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（３）現状の分析 

ア 滞納額の分析 

令和６年度末（令和７年５月末）滞納繰越分の内訳から以下の分析結果が得られた。 

（ア）滞納額５０万円未満の滞納者が件数ベー 

スで全体の約９５％を占め、金額ベースで 

も全体の７０％以上を占める。 

件数ベース 件数合計：２６，０２２件        

 

 

金額ベース 金額合計：３６億円 

 

 

（イ）滞納額５０万円未満の滞納者の所得を分 

  析したところ、約７０％が低所得者層であ 

ることが分かった。 

 

 

 

（ウ）滞納額５０万円以上の滞納者は、高度な 

判断・交渉・法的執行力を要する事案が多い。 

イ 滞納者の分析 

（ア）文書、電話等により接触を試みているが、連絡が取れず、早期の状況把握に至らないケースがある。 

（イ）外国籍被保険者に係る事案が増加している。全滞納者に占める外国籍被保険者の割合 

 

ウ 滞納整理体制の分析 

（ア）財産照会は書面による手続きが中心のため、照会から回答までに時間を要し、迅速な対応ができていない。 

（イ）対応困難事案など一部の事案に時間が割かれ、効率的な催告が十分にできていない。 

（ウ）対応に高度な判断や経験を要する事案が増加しており、専門的な知見や実務経験を活かした対応が求められる。 

 

 
９５％ 

24,776件 

26億円 

７２％ 
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２ 第四次滞納対策アクションプランの基本方針 

（１）滞納総額の７０％以上を占める「滞納額５０万円未満」で、一定の所得を有する滞納者約３割を重点対象とする。 

（２）滞納段階に応じて、以下の基本方針で収納率の向上に取り組む。 

       未 納 段 階“滞納者”にさせない 

      滞 納 初 期 滞納者と早期に接触し、高額化を防ぐ 

     滞納中～後期 滞納整理の適正化 
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※ 令和７年度分は決算未確定のため、参考値として令和６年度と同水準の数値とする。 

※ 令和７年度分は決算未確定のため、参考値として令和６年度と同水準の数値とする。 
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３ 重点目標 

（１）現年分滞納者への早期催告による滞納繰越の発生抑制と滞納繰越分

滞納者への迅速な滞納処分により、収入未済額を令和６年度末（令和

７年５月末）現在の３６億円から、令和１０年度末（令和１１年５月

末）までに６．５億円圧縮する（図３）。 

 

 
 
 
 
 
 

（２）令和８年度分以降の保険料から、延滞金の賦課・徴収開始に伴い、

納期内納付の意識向上による現年収納率の上昇が見込まれることを踏

まえ、滞納繰越分の根雪化解消に重点を置く。総合収納率は、足立区基

本計画（令和７年度～令和１４年度）に基づき、令和１０年度末（令和

１１年５月末）において８６．５０％を目指す（図４、図５）。 
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基本方針と主な取組内容 

基本方針 主な取組内容 年間活動目標 

１ “滞納者”にさせ

ない 

（１）口座振替の促進 強化 

保険料の納め忘れのない確実な納付が可能な口座振替が最も有効である

ため、口座振替のＰＲ強化及び口座登録しやすい環境整備を図る。 

ア 口座振替新規加入キャンペーンの実施 

イ 広報やホームページ、ＳＮＳ、デジタルサイネージ等で勧奨 

ウ ペイジー口座振替受付サービス利用による口座登録手続きの簡素化 

エ Ｗｅｂ口座受付サービス導入の検討【新規】 

 

（２）キャッシュレス決済の促進 強化 

   納めやすい環境を整備するため、キャッシュレス決済を充実させる。 

ア スマホ決済アプリの拡充（令和８年４月からアプリを１つ追加し、 

計９種類のアプリで運用） 

イ ｅＬ－ＱＲ※の導入【新規】 

※ ｅＬ－ＱＲとは、納付書に印刷された二次元コードのこと。 

 

（３）外国人対応の強化 新規 

   令和６年度末時点で足立区国保加入者の約１０％が外国人となり、その

数は増加傾向にある。制度理解や納付促進のため、外国人対応を強化する。 

ア 国民健康保険制度に関する多言語動画を活用した案内（区内在住外国

人人口トップ１０の１０言語の動画を令和８年３月から公開） 

イ 納付の必要性が伝わる督促状等に同封するチラシやホームページを多

言語で作成（区内在住外国人人口トップ１０の１０言語の対応を検討） 

ウ 在留資格審査を管轄する出入国在留管理局と滞納状況に係る情報連携

を実施することで、納付促進を図る。 

（ア）令和８年度から、「協力要請制度」を活用し、情報連携を実施 

（イ）令和９年６月から、デジタル庁が運用する情報提供ネットワークシ

ステム「公共サービスメッシュ」を用いた情報連携に移行して実施 

◆ 口座振替加入率 

  ４０％ 
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基本方針 主な取組内容 年間活動目標 

 （４）国民健康保険資格の適正化 強化 

社会保険の加入等により国民健康保険資格を欠いているにも関わらず、

資格喪失手続きがなされないことにより、本来不要な保険料の賦課・請求

が発生し、滞納額として計上されている。このような状況を改善するため、

以下の対応策を実施する。 

ア 国保だよりやホームページ、ＳＮＳ等による資格喪失手続きの勧奨 

イ 「ねんきんネット」を活用した対象者への資格喪失手続きの勧奨及び

職権による資格喪失処理の実施 

ウ 対象者の勤務先に対して、社会保険等加入有無を調査し、加入が確認

できた場合は職権による資格喪失処理を実施 

エ 不現住通報を通じた住民票の職権消除による資格喪失処理の実施 

 

（５）国外からの転入に伴う国保加入者に対する収入の簡易申告実施 継続 

   当該年度の１月１日現在で日本に住民登録が無い場合に、国民健康保険

課にて収入申告を受付することにより、保険料賦課額の決定及び軽減適用

を早期に実施する。 

 

（６）所得税・住民税の申告勧奨 継続 

税申告を行うことで、所得に応じた保険料賦課額の軽減を受けられる場

合がある。適切な賦課額決定により、自主納付の向上に繋げるため国保だ

よりやホームページ等で勧奨を実施する。 

 

（７）延滞金の賦課・徴収 新規 

令和８年度分以降の保険料から、定められた納期限までに納付されない

場合、納期内に納付した被保険者との公平性の確保や納期内納付の促進等

を図るため、法令に基づき延滞金の賦課・徴収を開始する。 

◆ ねんきんネット活用

による資格喪失件数 

３００件 



 7 

基本方針 主な取組内容 年間活動目標 

２ 滞納者と早期に接

触し、高額化を防ぐ 

 

（１）所得額を基準とした効率的なアプローチ 新規 

所得区分ごとに対象者を抽出し、各滞納者の状況に適した対応の実施 

ア 納付能力を有すると認められる滞納者を重点的なターゲットとして、

早期接触を図り、納付交渉を実施する。 

イ 一定の所得を有しない滞納者で、財産・資力がない場合は、滞納者の

実情に即して計画的に執行停止処理を進める。 

 

（２）財産照会の電子化及びＲＰＡ処理による照会結果入力 新規 

財産照会を電子化することで、これまで数か月を要していた回答時間が

３日間程度に短縮される。さらに、得られた照会結果はＲＰＡを活用して

滞納システムへ入力する。これらにより、滞納者の納付能力の有無等を早

期に判断し、スピード感を持った納付交渉・滞納整理を実施する。 

 

（３）納付案内センターの活用 強化 

滞納者との接触機会の拡大を図るため、納付案内センターを活用し、多

角的にアプローチする。 

ア 電話による納付勧奨 

イ ＳＭＳ配信による納付勧奨 

ウ 訪問・差置きによる納付勧奨【新規】 

 

（４）積極的な個別訪問の実施 新規 

文書や電話、ＳＭＳに対して反応がない等、状況把握が困難な場合は、

個別訪問を実施することで、納付相談の機会確保に繋げる。 

ア 納付案内センターによる訪問勧奨等の実施(再掲) 

イ 債権管理専門員等同行による臨場催告ＯＪＴの実施 

ウ 徴収吏員による臨場催告の実施 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 財産調査件数 

  １２０，０００件 

 ※ 電子照会 

８０，０００件 

紙照会 

４０，０００件 

◆ 納付案内センター 

活用件数 

  ① 電話勧奨 

３０，０００件 

  ② ＳＭＳ配信  

３，０００件 

  ③ 訪問勧奨 

２，０００件 

◆ 臨場催告件数割合 

各徴収吏員の担当件

数の２０％ 
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基本方針 主な取組内容 年間活動目標 

３ 滞納整理の適正化 （１）特別整理専門員（国税ＯＢ職員）２名の新規登用による滞納整理強化  

強化 

国税分野における実務経験を有する人材を活用することで、適正で公平

な滞納整理を強化するとともに、各徴収吏員の判断・処理能力向上を図る。 

ア 滞納中期以降の処理困難・高額事案への対応強化 

イ 各徴収吏員の滞納処分内容の審理 

ウ 債権管理専門員（国税ＯＢ職員）へのサポート 

（２）業務進捗管理体制整備による組織力強化 強化 

各徴収吏員の滞納整理業務において、業務知識の共有や業務の平準化を

図るとともに、滞納者の実情に即した適正で公平な滞納整理が実施できる

体制を確立する。 

ア 当初賦課後に、各徴収吏員へ担当地域における接触必須とする「ター

ゲットリスト」を配付し、毎月末に処理結果の報告を求めるとともに、

処理状況を的確に把握して進行管理を行う。 

イ 係長、債権管理専門員、特別整理専門員を主導とする月例会議を開催

し、毎月の処理状況に基づいて以下の対応を実施する。 

（ア）業務運営スケジュール及び処理状況に基づき、翌月の取組方針を決

定する。 

（イ）滞納整理手法等についての助言を行うとともに、必要に応じて組織

としての対応策を検討する。 

（ウ）処理困難事案に対する処理方針を決定することで、処理事案の停滞

防止と適正で公平な滞納整理を確保する。 

◆ 差押件数 

１，１００件 

◆ 執行停止件数 

２，４００件 
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基本方針 主な取組内容 年間活動目標 

 （３）人材育成による組織力向上 強化 

   研修やＯＪＴ等を通して、判断力及び対応力が備わった徴収吏員を育成

する。 

ア 滞納者との実践的な交渉術等を学ぶため、フローチャートの作成や債

権管理専門員等による臨場催告に同行するＯＪＴを実施（再掲）【新規】 

イ 新任・転入徴収吏員は、以下の研修を必修として受講する。 

実施所管 研修名 

納税課 新任育成 

特別収納対策課 
延滞金 

非強制徴収債権の回収方法 

東京都国民健康 

保険団体連合会 

初任者講習会 

収納率向上対策研修会【基礎編】 

収納率向上対策研修会【財産調査編】 

東京都保健医療局 
テーマ別研修「滞納処分」 

テーマ別研修「滞納処分の停止」 

※ ２年目以上の職員等も受講可能とする。 

◆ 新任・転入徴収吏員

の研修受講率 

１００％ 
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　【課題】 　【課題】 　【課題】 　【課題】

　　１　根雪化した滞納の解消 　　１　滞納事案の金額の大きな事案について 　　１　滞繰分収納率の低迷 　　１　滞納者への早期接触と根雪化の解消

　　２　収納率の向上（特別区最下位脱却） 　　　　は質的な整理を、少額事案については 　【基本方針】 　【基本方針】

　　３　適正規模の組織の構築 　　　　量的な整理を実施し、収入未済額を圧縮 　　1　自主納付の促進 　　1　納期内納付を促進し、“滞納者”にさせない

　　２　短期時効（２年）を見据え、　現年分収納 　　２　滞納処分の適正な執行 　　　　口座振替促進、外国人対応強化、資格適正化

　　　　率の更なる向上 　　３　資格適正化の推進 　　２　滞納者と早期接触し、高額化を防ぐ

　　３　会計年度任用職員 （滞納整理専門員） 　　４　制度の適正な運用 　　　　財産照会の電子化・RPA導入、臨場催告等の実施

　　　　の継続的な確保 　　５　人材の育成と組織全体のレベルアップ 　　　 　納付案内センター活用による電話・ＳＭＳ・訪問勧奨

　　３　滞納整理の適正化

　　　　特別整理専門員新設、業務進捗管理体制整備

　【成果】 【成果】 　【成果（Ｒ７年５月末途中経過）】

　　１　収入未済額の圧縮 　１　収入未済額の圧縮 　  １　収入未済額の増加 　【目標】

　　　 　Ｈ２９年５月末   Ｒ２年５月末        Ｒ２年５月末   Ｒ５年５月末          Ｒ５年５月末    Ｒ７年５月末 　　１　収入未済額を２９億５千万円に圧縮する。

　　　 　７４億４千万円   ３４億７千万円        ３４億７千万円   ３１億８千万円          ３１億８千万円    36億円 　　２　総合収納率を86.50％に上昇させる。

　　２　特別区順位の上昇 　２　総合収納率の向上 　  ２　総合収納率の低下

　　　 　Ｈ２８年度   Ｒ元年度 　　 　Ｒ元年度 　Ｒ４年度 　　　   Ｒ４年度 　 Ｒ６年度

　　　 　最下位   １３位 　　   75.99％   79.04％ 　　 　  79.04％    78.38％

　　３　国税、 都税ＯＢ６名を採用したことに 　　  特別区順位の上昇 　　    特別区順位の低下

　　　　より、長期滞納、 処理困難事案の処理 　　 　Ｒ元年度 　Ｒ４年度 　　　   Ｒ４年度 　 Ｒ６年度 　　

　　　　推進が図られ、適正な滞納整理を執行 　　 　１３位   １６位 　　　   １６位    １９位

　　　　する土壌が整備された。 　３　滞納整理専門員は、総合的な知識を備えた

　　　者を採用し、あらゆる事態に対応している。
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